
交付要綱 

  みらい芸術･文化基金別表１ 

 

 

活動 助成対象分野 

芸術 文学（含出版）、音楽(含レコード製作)、美術、写真、

演劇、舞踊その他の芸術（メディア芸術を除く） 

メディア芸術 映画、漫画、アニメーションおよびコンピュータその

他の電子機器等を利用した芸術 

伝統芸能 雅楽、能楽、文楽、歌舞伎その他わが国古来の伝統的

な芸能 

芸能 講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能(伝

統芸能を除く) 

生活文化 茶道、華道、書道その他の生活に係る文化 

国民娯楽 囲碁、将棋その他の国民的娯楽 

文化財等 文化財等の保存 

地域における文化芸

術 

各地域における文化芸術の公演、展示等、地域固有の

伝統芸能および民俗芸能(地域の人々によって行われ

る民族的な芸能) 

 

 

 

 

 

 

 


